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１【提出理由】

　当社は、2022年４月18日開催の取締役会において、2022年10月１日を効力発生日として、当社を存続会社、当社の連

結子会社であるＦＬＵＳＳＯ株式会社を消滅会社とする吸収合併を行うことを決議し、同日付けで合併契約を締結いた

しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の３の規

定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

 

(1）当該吸収合併の相手会社についての事項

①　商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号 ＦＬＵＳＳＯ株式会社

本店の所在地 東京都渋谷区神宮前五丁目47番11号102号室

代表者の氏名 代表取締役社長　　古賀　仁史

資本金の額 50百万円（2021年３月31日現在）

純資産の額 △57百万円（2021年３月31日現在）

総資産の額 251百万円（2021年３月31日現在）

事業の内容 バスタブ及びバスルーム製品のデザイン開発・製造販売
 

 

②　最近１年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

区分 2020年３月期

売上高 3百万円

営業利益（△損失） △107百万円

経常利益（△損失） △107百万円

当期純利益（△損失） △107百万円
 

 
③　大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

ＳＡＮＥＩ株式会社（当社）　100％

 

④　当社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係 当社はＦＬＵＳＳＯ株式会社の発行済株式の全てを保有しております。

人的関係 当社従業員２名が当該会社の取締役を兼務しております。

取引関係 水栓金具の販売及び仕入取引等。
 

 

(2）当該吸収合併の目的

　ＦＬＵＳＳＯ株式会社は、国内・海外において、高級水栓とバスタブ双方を一貫してデザイン・設計・製造でき

る会社として設立いたしました。高級バスタブとそれに相応しい高品質デザイン水栓をトータル展開し、富裕層向

けブランディングの元、国内ラグジュアリーマーケットに進出、将来的には海外市場進出を目指しております。

　当初は、当社（ＳＡＮＥＩ株式会社）とは切り離された環境下でブランドの確立を進めておりましたが、現在で

は、開示資料等で当社の100%子会社であることが周知・浸透されるに至っております。また、今後、ＦＬＵＳＳＯ

株式会社が当社グループのブランディング戦略の中核として事業拡大を図っていくためには、当社の既存販売チャ

ネルとの連携をより密にしていく必要もありますので、当社事業と高級バスタブ事業の更なる連携強化、経営資源

の集約、業務効率化及び意思決定の迅速化を目的として、同社を吸収合併することといたしました。

 

(3）当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容

①　吸収合併の方法

　当社を存続会社とする吸収合併方式で、ＦＬＵＳＳＯ株式会社は解散する予定であります。
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②　吸収合併に係る割当ての内容

　当社は、ＦＬＵＳＳＯ株式会社の発行済株式の全てを保有しているため、本合併に際し株式の発行及び金銭等

の交付は行いません。

　また、本合併による当社の資本金の額及び資本準備金の額の変更はありません。

 

 
③　その他の吸収合併契約の内容

　2022年４月18日に締結した合併契約書の内容は、(6）「合併契約書」をご参照ください。

　なお、吸収合併の日程は以下のとおりです。

取締役会決議日 2022年４月18日

合併契約締結日 2022年４月18日

合併効力発生日 2022年10月１日
 

（注）本合併は、ＦＬＵＳＳＯ株式会社においては会社法第784条第１項に定める略式合併であるため、株主

総会の承認を得ることなく実施いたします。

 

(4）吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠

　該当事項はありません。

 

(5）当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産

の額、総資産の額及び事業の内容

商号 ＳＡＮＥＩ株式会社

本店の所在地 大阪市東成区玉津１丁目12番29号

代表者の氏名 代表取締役社長　西岡　利明

資本金の額 432百万円

純資産の額 10,500百万円（2021年３月31日現在）

総資産の額 19,459百万円（2021年３月31日現在）

事業の内容 給排水器具等の製造販売
 

 

(6）合併契約書

　合併契約書の内容は次のとおりです。
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合 併 契 約 書 （ 写 ）

 
ＳＡＮＥＩ株式会社（以下「甲」という）及びＦＬＵＳＳＯ株式会社（以下「乙」という）とは、両社の合併に関し、

次の通り契約を締結する。

 
第１条（吸収合併）

１．甲及び乙は、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として合併（以下「本合併」という）し、甲は乙の

権利義務の全部を承継して存続し、乙は解散する。

２．本合併に係る吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の商号及び住所は、以下のとおりである。

（１）吸収合併存続会社

　　　商号　ＳＡＮＥＩ株式会社

　　　住所　大阪市東成区玉津１丁目１２番２９号

（２）吸収合併消滅会社

　　　商号　ＦＬＵＳＳＯ株式会社

　　　住所　東京都渋谷区神宮前５丁目４７番１１号 １０２号室

 
第２条（合併対価）

　甲は、本合併に際して、乙の株主に対して株式の割当交付、その他金銭の交付をしない。

 
第３条（増加すべき存続会社の資本金等）

　甲は合併に際し、資本金額を増加しないものとする。

 
第４条（会社財産の引継）

　乙が所有する一切の資産、負債及び権利義務を効力発生日に甲に引継ぎ、甲はこれを承継する。

 
第５条（効力発生日）

　効力発生日は、2022年10月１日とする。

但し、前日までに合併に必要な手続きができないときは、甲及び乙が協議のうえ、会社法の規定に従い、これを変更

することができる。

 
第６条（善管注意義務）

甲及び乙は、本契約締結後、効力発生日前日に至るまで、善良なる管理者の注意をもって各業務を遂行し、かつ一切

の財産の管理を行う。

 
第７条（合併契約書の承認）

甲及び乙は、本合併契約書につき承認を得るため、効力発生日前日までに、それぞれ株主総会決議（会社法第３１９

条第１項により、株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。）を行う。

 
第８条（契約内容の変更または解除）

本契約締結の日から効力発生日までの間において、天災地変その他の理由により、甲もしくは乙の資産状態または経

営状態に重大な変更を生じた場合または隠れたる重大な瑕疵が発見された場合、甲及び乙が協議のうえ、本契約を変

更しまたは解除することができる。

 
第９条（規定外事項）

本契約に規定のない事項または本契約書の解釈に疑義が生じた場合については、甲及び乙が誠意をもって協議のうえ

解決する。

 
第１０条（その他）

本契約は関係官庁の許可を受けることができない場合または甲乙各々の株主総会の承認を得ることができない場合に

は、その効力を失うものとする。

EDINET提出書類

ＳＡＮＥＩ株式会社(E35587)

臨時報告書

4/5



 
本契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、各当事者が記名押印のうえ、甲乙各１通を保有する。

 
　　　2022年４月18日

 
（甲）大阪市東成区玉津１丁目１２番２９号

ＳＡＮＥＩ株式会社

代表取締役社長　西岡　利明

 
（乙）東京都渋谷区神宮前５丁目４７番１１号 １０２号室

ＦＬＵＳＳＯ株式会社

代表取締役社長　古賀　仁史
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